
  

  

【児童は人として尊ばれる】 

 

 

 

社会福祉法人宮城愛育会 

住所：大崎市古川穂波三丁目 4-38 

電話番号：0229-21-2750 

ホームページ：右の二次元コードより 

＜大崎市内の姉妹園＞ 

宮城第一保育園、鴻ノ巣保育園、大幡保育園 

古川みなみ保育園 

こども誰でも通園制度 

ご利用案内 

 

 

 

 

 
古川みなみ保育園 運営方針 

児童は、人として尊ばれる。 

児童は、社会の一員として重んじられる。 

児童は、よい環境のなかで育てられる。 

 

 この児童憲章の精神に基づいて運営され、 

 心身ともに健やかな子どもの育成につとめる。 

  

 

 

 

 

 

 

(こども家庭庁作成 利用者リーフレットより引用) 

 

 

 

 

お子さんと遊ぶのにどなたでも使えます。 

お子さんが友達と出会う機会になります。 

お子さんの興味関心が広がります。 

子育てに関わる人や情報と繋がれます。 

保育士に育児の悩みや不安を相談できます。 



 

   

 

 

 

＊誰でも通園制度の利用枠を超えた時間につい

て、一時預かり保育として受け入れます。 

＜一時預かり保育の利用内容＞ 

対象者 ：保育所等に通っていない 

  ０歳６ヶ月～未就学児   

利用時間：９：００～１６：００ 

１時間単位で利用可能 

 ＜利用料金＞ 

 誰でも通園 一時預かり保育 

1時間当たり ０円 ３００円 

＊昼食代 ５００円 ５００円 

（＊１１時の時間帯を利用した場合に、離乳食期以降のお

子さんにはお昼ご飯を提供できます。事前面談の際に、食事の

段階等を打ち合わせします。） 

  

 

<利用の流れ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(こども家庭庁作成 利用者リーフレットより引用 一部修正) 

＜その他＞ 

〇保育園の見学も行っております。事前に古川みなみ保育園

にご連絡ください。日時を調整させていただきます。 

〇最初のうちは親子通園をすることもできます。        

面談の際に話し合いの上、ご利用ください。 

〇キャンセルポリシーについては大崎市の規定に準じます。 

〇その他、詳細な内容については古川みなみ保育園にてご説

明させていただきます。下記の連絡先までご連絡ください。 

 

 

 

 

令和８年 2月１8日 更新 

＜誰でも通園制度 利用詳細＞ 

対象者：保育所等に通っていない 

０歳６ヶ月～満３歳未満児が対象 

利用時間：９：００～１６：００ 

月 10 時間まで 

１時間単位で利用可能 

申請方法は大崎市に

お問い合わせください。 

事前面談の予約は 

システムで行います。 

「誰でも通園制度」と「一時預かり保育」の関係性 

 

 

 

 

＊「誰でも通園制度」の利用を優先し、その枠を超え

た利用については「一時預かり保育」となります。 

古川みなみ保育園では 

一時預かり保育も行います 

 

古川みなみ保育園 

住所：大崎市古川穂波三丁目 4-38 

電話番号：0229-21-2750 

開園時間：7：00～19：00 

お問い合わせ受付時間：9：00～16：00 


